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就 労 継 続 支 援 事 業 利 用 者 の 労 働 者 性 に 関 す る 留 意 事 項 に  

つ い て  

                                                   平成18年10月 ２ 日  障障発第 1002001 号           

                          一部改正平成20年 ７ 月 １ 日  障障発第 0701003 号 

各都道府県障害保健福祉主管部 （ 局 ） 長宛 
厚生労働省社会 ・ 援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知 

   

日頃から障害保健福祉行政の実施にあた り感謝申し上げます 。  

さ て 、 平成18年10月 １ 日からの障害者自立支援法 （ 以下 「 法 」 と い う 。） の本格施行に伴い 、 就労継続支援事業を含む新事

業体系への移行が始ま った と こ ろですが 、 この う ち就労継続支援事業については 、 Ａ 型 （ 雇用有及び雇用無 ） 及びＢ型 、 さ ら

にはこれらの事業の組み合わせによる多機能型と 、 その種別が多岐に亘る こ とから 、 下記によ り 、 就労継続支援事業利用者の

労働者性の適正な確保について 、 遺漏無き よ う お取り計らい願います 。  

記 

１  就労継続支援事業利用者に関する留意事項 

就労継続支援事業を利用するにあた り 、 各事業の利用者に対し て 、 次の点に留意されたいこ と 。  

（ １ ） Ａ 型利用者 （ 雇用有 ）  

ア  A 型利用者 （ 雇用有 ） は 、 労働基準法上の労働者である こ とから 、 雇用するに当た っ ては 、 労働基準関係法令を遵

守する こ と 。  

イ  雇用労働者に最低賃金の減額の特例を行 う 場合は 、 所定の様式に 、 別途通知する添付様式を活用する こ と 。  

（ ２ ） Ａ 型利用者 （ 雇用無 ） 及びＢ型利用者 

ア  利用者の出欠 、 作業時間 、 作業量等が利用者の自由である こ と 。  

イ  各障害者の作業量が予約された日に完成されなかった場合にも 、 工賃の減額 、 作業員の割当の停止 、 資格剥奪等の

制裁を課さ ないものである こ と 。  

ウ  生産活動において実施する支援は 、 作業に対する技術的指導に限られ 、 指揮監督に関する ものは行わないこ と 。  

エ  利用者の技能に応じ て工賃の差別が設けられていないこ と 。  

（ ３ ） Ａ 型利用者 （ 雇用有及び雇用無 ） 及びＢ型利用者が利用する多機能型事業所等を実施する場合の留意事項 

ア  Ａ 型利用者 （ 雇用有 ）、 Ａ 型利用者 （ 雇用無 ） 及びＢ型利用者が同一事業所内で作業する際には 、 それぞれの作業

場所 、 作業内容が明確に区分され 、 混在し て作業が行われないこ と 。  

イ  勤務表 ・ シ フ ト 表は別々に管理する こ と 。 なお 、 Ａ 型利用者 （ 雇用無 ） 及びＢ型利用者の出欠 、 作業時間の自由が

確保されている こ と 。  

ウ  Ａ 型利用者 （ 雇用無 ） 及びＢ型利用者は 、 労働者災害補償保険法の適用がないこ とから 、 当該利用者に対する災害

における賠償手段と し て 、 任意保険の加入の促進を図る と もに 、 労働安全衛生法を準用し た安全衛生管理を極力行 う

こ と 。  

２  利用開始時における留意事項 

本事業の利用は 、 訓練等給付の事業の性格から 、 原則本人の希望に基づ く ものであるが 、 最終的な利用の可否については 、

暫定支給決定期間の仮利用の状況や専門機関等の意見も参考に し 、 最終的に市町村が決定する こ と 。 また 、 障害者及び家族

にその旨通知する と もに 、 受給者証に記載する こ と 。  

（ 記載内容 ： 就労継続支援 Ａ 型 （ 雇用有 ）、 就労継続支援 Ａ 型 （ 雇用無 ）、 就労継続支援Ｂ型 ）  

３  利用者の労働基準関係法令の適用に関する苦情 ・ 疑義の解決等について 

Ａ 型利用者 （ 雇用有 ） は 、 労働基準法上の労働者である こ とから 、 当該利用者に係る労働基準関係法令に関する苦情 ・ 疑

義等の対応は労働基準監督署が行 う が 、 A 型利用者 （ 雇用無 ） 及び B 型利用者から労働基準関係法令の適用について苦情 ・

疑義等がな された場合の対応については 、 以下によ り取り扱 う こ と 。  

（ １ ） 原則と し て障害福祉サービス指定基準に基づき 、 苦情処理と し ての対応を迅速に行 う こ と 。 なお 、 事業所内で苦情解

決が図られなかった場合における当該苦情の解決に当た っ ては 、 市町村又は都道府県が最終的に処理方針を決定し 、 事

業所に対し必要な指導を行 う こ と 。  

（ ２ ） 市町村は 、 労働基準監督署から 、 A 型利用者 （ 雇用無 ） 及び B 型利用者の労働基準関係法令の適用に関し ての苦情 ・

疑義等に関する照会があった場合は 、 法第48条に基づき 、 事業者から必要な書類の提出を求める等状況の把握を行い 、

事業所に対し必要な指導を行 う 等連携し て当該問題の解決に当たる こ と 。  

この際 、 利用者が労働基準監督署に苦情 ・ 疑義を申し出た こ とが事業所に明らかにな った場合には 、 事業所から利用

契約解除等の不利益を被るおそれがある こ とから 、 利用者本人の意思に反し 、 氏名の公表だけでな く 個人情報が事業所

に特定される こ とがないよ う に特段の配慮を行 う こ と 。  

（ ３ ） 都道府県においては 、 市町村と連携を図り 、 必要に応じ法第49条に基づ く 勧告を行 う など 、 これらの苦情解決に当た

る こ と 。  

４  支給決定更新時等における指導 

支給決定更新時や監査時等定期的に 、 労働基準関係法令の適用について疑義が生じ る こ との無いよ う 、 利用者の就労の状

況について都道府県及び市町村が確認し必要な指導を行 う こ と 。  



                             23障第 401号 

平成 23年（2011年）10月 31日 

 

  

 指定障害福祉サービス事業所の長 

（就労関係・生活介護事業所） 

指定障害者支援施設の長      様 

保健福祉事務所福祉課長 

 

 

                          長野県健康福祉部障害者支援課長 

  

 

就労継続支援Ａ型（非雇用型）及び就労継続支援Ｂ型の工賃について（通知） 

 

 就労継続支援事業については、平成18年10月２日付け障障発第1002001号通知「就労継続支援

事業利用者の労働者性に関する留意事項について」により利用者の労働者性の適正な確保を依

頼しているところですが、工賃の設定方法による工賃額及び前記通知記１(2)エ「利用者の技能

に応じて工賃の差別が設けられていないこと」の解釈については、下記のとおりですので御留

意願います。 

 

記 

 

１ 工賃の設定方法による工賃額について 

(1) 工賃を時給として設定している場合には、利用者ごと成果物の出来高に相違があっても工 

賃に差を設けることはできない。 

   (例)利用者Ａ・Ｂが、同時間、全く同一の作業を行い、Ａが 100 個、Ｂが 50 個製品を完成 

した場合でも工賃は同一額とする。 

(2) 工賃を成果物の出来高で設定している場合には、工賃に差を設けてもよい。 

  （1）の例の場合にＡ及びＢの工賃に差が生じる。 

２ 技能に応じた工賃の差別について 

  成果物の外観、正確性等により工賃に差を設けることはできない。 

     (例) 工賃を出来高により設定した場合で、利用者Ａ・Ｂが、同時間、全く同一の作業を行い、 

Ａ及びＢともに 100 個製品を完成（不良品ではない）したが、Ａの製品の方がＢの製品よ 

り外観が綺麗であった。 

この場合にＡの製品の方がＢよりも外観が綺麗なことにより、工賃に差を設けることは 

   できない。 

 

 

   

 

             

 

担  当 障害者支援課施設支援係 

（課長）佐藤 則之  （担当）吉池 俊裕 

電話直通 026-235-7149  

ＦＡＸ  026-234-2369 

E - m a i l fuku-shisetsu@pref.nagano.lg.jp 



施設系サービスの指定基準 

 

（１）事業者指定の単位 
 
 □単独型事業所 

   指定障害福祉サービス事業者等の指定等は、原則として障害福祉サービスの提供を行

う 

事業所ごとに行うものとする。 

 

□一体型事業所（主たる事業所・従たる事業所） 

 

□多機能型事業所 

  

概  要 

日中活動サービス（生活介護、自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、就労

移行支援、就労継続支援（Ａ型、Ｂ型））に関して、次の要件を満たす複数の事業所

で同一サービスを提供する場合に、「主たる事業所」のほか、一又は複数の「従たる

事業所」の設置が可能であり、これらを一の事業所として指定することができる。 

１つの指定事業所とする要件 

 

人員要件 

設備要件 

・１つの事業所として利用者の合計数に応じた人員配置のほか、それぞれ事業所に

常勤・専従のサービス提供職員を１人以上配置していること 

・主たる事業所と従たる事業所の間は、概ね30分以内で移動可能な範囲で、サービ

ス管理責任者の業務に支障がないこと 

・利用者の支援に支障がない場合は、設備基準の全部または一部を設けないことと 

しても差し支えないこと 

運営要件 

・利用申込みに係る調整、職員に対する技術指導等が一体的であること 

・職員の勤務体制、勤務内容等の管理方法が一元的であること 

・苦情処理や損害賠償等に際して一体的な対応ができること 

・事業の目的や運営方針、営業日や営業時間、利用料等の運営規程が一本化されて

いること 

・人事・給与・福利厚生、勤務条件等に関する職員の管理方法、事業所間の会計管

理が一元化されていること 

概  要 

生活介護、自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、就労移行支援、就労継続

支援（Ａ型）、就労継続支援（Ｂ型）、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後

等デイサービス、保育所等訪問支援の事業のうち２以上の事業を一体的に行う事業

所（事業の追加は、事業の変更ではなく当該事業の追加指定） 

特例措置：多機能型事業所の指定要件 

 

サービス

提供職員

の配置 

多機能型として実施する事業の利用者の数の合計が20人未満である場合に限り、実

施する事業の種類ごとに、利用者の数に応じて配置すべき従業者に係る常勤の規定

は課さず、多機能型としての事業所に従事する従業者のうち１人以上を常勤とする

ことで、その他の従業者については兼務することが可能 

サービス

管理責任

者の配置 

多機能型としての事業所全体で、実施する事業の利用者数の合計に応じて配置。 

・当該多機能型事業所の利用者の数が60人以下の場合は、１人以上 

・当該多機能型事業所の利用者の数が61人以上の場合は、１人に60人を超えて40人

を増すごとに１人を加えた数以上 

設備 サービス提供に支障のない範囲内において兼用することが可能。 



 

※出張所について 

指定障害福祉サービス事業者等の指定等は、原則として障害福祉サービスの提供を行う

事  業所ごとに行うものとするが、例外的に、生産活動等による製品の販売、待機や道

具の保管、着替え等を行う出張所等にあって、従たる事業所の取扱いにおける運営に関す

る要件（上記「一体型事業所」内の運営要件）を満たす場合は、「事業所」に含めて指定を

する。 

 

※同一法人による複数の事業所の取扱いについて 

同一敷地内において複数の事業所が一又は複数の指定障害福祉サービスを実施する場合

については、一の指定障害福祉サービス事業所又は一の多機能型事業所として取り扱う。 

また、同一法人による複数の事業所が複数の指定障害福祉サービスを異なる場所で実施す

る 

場合であって、要件を満たしている場合は、一の多機能型事業所として取扱うことができ

る。 

 

（２）事業者指定の定員規模 

 □単独型事業所 

 最低定員 備考 

療養介護 20 人以上  

生活介護 20 人以上 
過疎、離島地域等において、都道府県が、利用者数の確

保困難と認めた場合は 10 人以上 

自立訓練（機能訓練） 20 人以上 
過疎、離島地域等において、都道府県が、利用者数の確

保困難と認めた場合は 10 人以上 

自立訓練（生活訓練） 20 人以上 
過疎、離島地域等において、都道府県が、利用者数の確

保困難と認めた場合は 10 人以上 

就労移行支援 20 人以上 
過疎、離島地域等において、都道府県が、利用者数の確

保困難と認めた場合は 10 人以上 

就労継続支援Ａ型 10 人以上 

雇用契約締結利用者 10 人以上 

雇用契約未締結利用者は、利用定員の１／２以内かつ９

人以内 

就労継続支援Ｂ型 20 人以上 
過疎、離島地域等において、都道府県が、利用者数の確

保困難と認めた場合は 10 人以上 

施設入所支援 30 人以上 
入所を目的とする他の社会福祉施設に併設する場合は 10

人以上 

 

 □多機能型事業所、従たる事業所の利用定員の規模 

 多機能型 従たる事業所 

生活介護 ６人以上 ６人以上 

自立訓練（機能訓練） ６人以上 ６人以上 

自立訓練（生活訓練） ６人以上 ６人以上 

就労移行支援 ６人以上 ６人以上 

就労継続支援Ａ型 10人以上 10人以上 



 多機能型 従たる事業所 

就労継続支援Ｂ型 10人以上 10人以上 

合計定員 

多機能型の事業所全体の合計で、 

20人以上であること 

事業所それぞれについて、事業ごと

に定める最小利用人数以上である

こと 

児童福祉法に規定するサービスと

の多機能型の場合特例あり 

主たる事業所、従たる事業所の合計

で、20人以上であること 

主たる事業所、従たる事業所それぞ

れについて、事業ごとに定める利用

定員以上であること 

 

 

（３）用語の定義 
 

用語 定義 

常勤換算方法 

指定障害福祉サービス事業所等の従業者の勤務延べ時間数を当該指定障

害福祉サービス事業所等において常勤の従業者が勤務すべき時間数（１週

間に勤務すべき時間数が32時間を下回る場合は32時間を基本とする。）で

除することにより、当該指定障害福祉サービス事業所等の従業者の員数を

常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。この場合の勤務延べ時間数

は、当該指定障害福祉サービス事業所等の指定等に係る事業のサービスに

従事する勤務時間の延べ数である。 

（小数点の取扱い） 

（１）常勤換算をする場合 必要な員数について、確保すること。 

① 基準人数算出・・・・利用者数を除した数の小数点第２位以下まで求

める。 

② 従業者常勤換算・・・従業者の勤務延時間数を、当該法人の常勤の従

業者が従事すべき時間数（週32時間を下回る場合は32時間とする。）で除

した数を小数点第２位以下まで求める。 

＜計算例＞ 

○基準人数算出：当該法人の常勤従事者の週あたり勤務時間が40時間、利

用者数20人の事業所で、基準上利用者数を６で除した数以上の員数を必要

とする場合 

・基準人数算出 20人（利用者数）÷６＝3.333・・・→3.33人（基準人数） 

・必要勤務時間数 40時間／週×3.33人（基準人数）＝133.2時間／週（必

要勤務時間数） 

○従業者常勤換算：当該事業所の予定勤務体制が、勤務時間延べ135時間

／週の場合 

（週40時間勤務従業者２名、週30時間勤務従業者１名、週25時間勤務１名） 

・従業者常勤換算 135時間／40時間＝3.375・・・・→3.37人（常勤換算） 

○ゆえにこの場合、人員基準を満たしていることとなる。 

（２）常勤換算をしない場合 基準上必要な員数について、端数は切り上

げ、確保すること。 

勤務延べ時間数 

勤務表上、指定障害福祉サービス等の提供に従事する時間として明確に位

置づけられている時間又は当該指定障害福祉サービス等の提供のための

準備等を行う時間（待機の時間を含む。）として明確に位置づけられてい

る時間の合計数。なお、従業者一人につき、勤務延べ時間数に参入するこ

とができる時間数は、当該指定障害福祉サービス事業所等において常勤の

従業者が勤務すべき勤務時間数を上限とする。 



常勤 

指定障害福祉サービス事業所等における勤務時間が、当該指定障害福祉サ

ービス事業所等において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間

数（１週間に勤務すべき時間数が32時間を下回る場合は32時間を基本とす

る。）に達していることをいう。 

当該指定障害福祉サービス事業所等に併設される事業所の職務であって、

当該指定障害福祉サービス事業所等の職務と同時並行的に行われること

が差し支えないと考えられるものについては、それぞれに係る勤務時間数

の合計が常勤の従業者が勤務すべき時間に達していれば、常勤の要件を満

たす。 

「専ら従事する」、「専

ら提供に当たる」、「専

従」 

原則として、サービス提供時間帯を通じて指定障害福祉サービス等以外の

職務に従事しないことをいう。この場合のサービス提供時間数とは、従業

者の指定障害福祉サービス事業所等における勤務時間をいい、当該従業者

の常勤・非常勤の別を問わない。 

 

（４）人員配置基準 
 

管理者 

資
格
要
件 

療養介護 医師 

就労継続支援 

（A 型・B 型） 

次のいずれかを満たす者 

①社会福祉主事資格要件に該当する者(同等以上として社会福

祉士、精神保健福祉士等) 

②社会福祉事業(社会福祉法第２条に規定する第一種・第二種

社会福祉事業)に２年以上従事した経験のある者 

③企業を経営した経験を有する者 

④社会福祉施設長資格認定講習会を修了した者 

その他 上記①、②、④のいずれかを満たす者 

業
務 

①事業所の職員及び業務の管理その他の管理を一元的に行うこと。 

②事業所の職員に基準等を遵守させるため必要な指揮命令を行うこと。 

勤
務
形
態 

専ら当該事業所の職務に従事するものであること。 

ただし、利用者の支援に支障がない場合は、①当該事業所の他の職務、②他の事

業所の職務 のいずれかとの兼務は可。 

サービ

ス管理

責任者 

配
置
数 

○利用者が60人以下：１人以上 

○利用者が61人以上：利用者が60を超えて40又はその端数を増すごとに１を加

えて得た数以上  

※ 常勤１人以上 

資
格
要
件 

次のいずれも満たす者 

① 障がい者の保健・医療・福祉・就労・教育の分野における直接支援・相談支

援などの業務における実務経験が３～８年 

② 「相談支援従事者初任者研修（講義部分）」、「サービス管理責任者等基礎

研修」及び「サービス管理責任者等実践研修」を修了していること。 

 

 



サービ

ス管理

責任者 

業
務 

① 個別支援計画の作成に関すること。 

・利用者について、適切な方法によりアセスメントを行い、利用者が自立した 

日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容の検討を

加え、個別支援計画の原案を作成。 

・個別支援計画の作成に係る会議を開催し、個別支援計画の原案に対する意見 

を徴求。 

・個別支援計画の原案の内容について、利用者又はその家族に説明し、文書に 

より同意を得ること。 

・作成した個別支援計画を利用者に交付。 

・個別支援計画の実施状況を把握し、見直しを実施。（見直す時期について 

は、サービス種類毎に指定基準に定めがある。） 

②利用者の心身の状況、当該事業所以外の指定障害福祉サービスの利用状況等 

 の把握。 

③利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するととも 

に、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な 

支援を実施。 

④他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。 

勤
務
形
態 

専ら当該事業所の職務に従事するものであること。ただし、利用者の支援に支障

がない場合は、①管理者、②人員配置基準を超える人数を配置している場合にサ

ービス提供職員のいずれかとの兼務は可。 

サービ

ス提供

職員 

生活支援員、職業指導員等、後に記載する各サービスの人員基準のとおり。 

サービス提供職員は、専ら当該事業所の職務に従事するものであること。 

ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。 

 

  



（５）サービス管理責任者の要件について 

①  の実務経験かつ ② の資格要件を満たすこと。 

 

① 実務経験 

以下の①～③のいずれかを満たしていること 

① イ及びロの期間が通算して５年以上である者 

② ハの通算期間が通算して８年以上である者 

  ③  イからハの期間が通算して３年以上かつニの期間が通算して３年以上である者 

《サービス管理責任者 実務経験一覧表》                   

イ 

次の(1)から(6)に掲げる者が、相談支援の業務（身体上若しくは精神上の障がいがあること又は環境上

の理由により日常生活を営むのに支障がある者の日常生活の自立に関する相談に応じ、助言、指導その

他の支援を行う業務）に従事した期間 

(1) 地域生活支援事業、障害児相談支援事業、身体障害者相談支援事業、知的障害者相談支援事業その

他これらに準ずる事業の従業者 

(2) 児童相談所、身体障害者更生相談所、精神障害者社会復帰施設、知的障害者更生相談所、福祉事務

所、発達障害者支援センターその他これらに準ずる施設の従業者 

(3) 障害者支援施設、老人福祉施設、精神保健福祉センター、救護施設、更生施設、介護老人保健施設、

地域包括支援センターその他これらに準ずる施設の従業者 

(4) 障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターその他これらに準ずる施設の従業者 

(5) 特別支援学校その他これらに準ずる機関の従業者 

(6) 病院若しくは診療所の従業者又はこれに準ずる者で、以下のいずれかに該当する者 

・社会福祉主事任用資格者 

・訪問介護員２級以上に相当する研修の修了者 

・ニに掲げる資格を有している者 

・(1)から(5)に掲げる従業者の期間が１年以上の者 

ロ 

次の(1)から(5)に掲げる者であって、以下のいずれかの資格を有して直接支援の業務（身体上又は精神

上の障がいがあることにより日常生活を営むのに支障がある者につき、入浴、排せつ、食事その他の介

護を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行う業務又は日常生活における基

本的な動作の指導、知識技能の付与、生活能力の向上のために必要な訓練その他の支援を行い、並びに

その訓練等を行う者に対して訓練等に関する指導を行う業務その他職業訓練又は職業教育に係る業務）

に従事した期間 

・社会福祉主事任用資格を有する者 

・訪問介護員２級以上に相当する研修を修了した者 

・保育士 

・児童指導員任用資格者（※１）、精神障害者社会復帰指導員任用資格者 

（以下「社会福祉主事任用資格者等」という。） 

(1) 障害者支援施設、障害児入所施設、老人福祉施設、介護老人保健施設、療養病床（病院又は診療所

の病室であって医療法に規定する療養病床）に係るものその他これらに準ずる施設の従業者 

(2) 障害福祉サ－ビス事業、障害児通所支援事業、老人居宅介護等事業その他これらに準ずる事業の従

業者 

(3) 病院若しくは診療所又は薬局、訪問看護事業所その他これらに準ずる施設の従業者 

(4) 特例子会社、助成金受給事業所（重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の支給を受けた事業

所）その他これらに準ずる施設の従業者 

(5) 特別支援学校その他これらに準ずる機関の従業者 

ハ 
ロの(1)から(5)に掲げる施設において、社会福祉主事任用資格者等でない者が、直接支援の業務に従事

した期間 

ニ 

医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、
介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、
きゅう師、柔道整復師、管理栄養士、栄養士、精神保健福祉士の資格に基づき当該資格に係る業務に従
事した期間 

根拠：「指定障害サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの」 

（平成 18 年９月 29 日号外厚生労働省告示第 544 号） 



 

（※１）児童指導員任用資格者 

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和 23 年 12 月 29 日厚生省令第 63 号) 第 43 条に定めら

れた、以下のうちいずれかに該当する者 

ア 地方厚生局長等の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校、その他の養成施設を卒業した者 

イ 社会福祉士の資格を有する者 

ウ 精神保健福祉士の資格を有する者 

エ 大学の学部で、社会福祉学、心理学、教育学、又は社会学を専修する学科、若しくはこれらに相

当する課程を修めて卒業した者 

オ 大学の学部で、社会福祉学、心理学、教育学、又は社会学に関する科目の単位を優秀な成績で修

得したことにより、大学院への入学を認められた者 

カ 大学院において、社会福祉学、心理学、教育学、又は社会学を選考する研究科、若しくはこれら

に相当する課程を修めて卒業した者 

キ 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学、又は社会学を専修する学科、若しくはこれ

らに相当する課程を修めて卒業した者 

ク 以下の者で、２年以上児童福祉事業（※２）に従事した者 

・高等学校、又は中等教育学校を卒業した者 

・大学への入学を認められた者 

・通常の課程による 12 年の学校教育を修了した者（これに相当する学校教育を修了した者を含む） 

・文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者 

ケ 幼稚園、小・中学校、高校又は中等教育学校の教諭となる資格を有する者で、都道府県知事が適

当と認めた者 

コ ３年以上児童福祉事業に従事した者であって、都道府県知事が適当と認めた者 

（※２）児童福祉事業 

    児童福祉法に基づく以下の事業及び幼保連携型認定こども園を経営する事業 

  ア 第１種社会福祉事業 

    乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設（情緒障害児短

期治療施設）及び児童自立支援施設 

  イ 第２種社会福祉事業 

    障害児通所支援事業（児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援及び保育

所等訪問支援）、障害児相談支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て

短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり

事業、小規模住居型児童養育事業、小規模保育事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業、助

産施設、保育所、児童厚生施設、児童家庭支援センター 

  ウ その他事業 

    家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業 

 

 

（注）実務経験及び日数換算について 

１年以上の実務経験とは、業務に従事した期間が１年以上であり、かつ、実際に業務に従事した日数が

１年あたり１８０日以上あることを言うものとする。例えば５年以上の実務経験であれば、実務に従事

した期間が５年以上であり、かつ実際に業務に従事した日数が９００日以上であるものを言う。 

 

 

  



② 資格要件 

① 及び②を修了すること。 

①「サービス管理責任者基礎研修」及び「サービス管理責任者実践研修」 

※基礎研修は、（１）の実務経験に２年満たない段階から、受講可能。 

また、実践研修は、基礎研修修了後、実践研修受講開始日前５年間に通算して２年以上、 

相談支援又は直接支援の業務に従事した者が受講可能。 

※実践研修を修了した日の属する年度の翌年度を初年度とし、同年度以降の５年度ごとに、 

「サービス管理責任者更新研修」を受講すること。 

（例）令和３年 12 月 15 日に実践研修を修了した場合、令和４年度が初年度となるため、 

令和８年度までに更新研修受講の必要がある。 

②「相談支援従事者初任者研修（講義部分）」 

※旧障害者ケアマネジメント研修修了者についても該当する場合がある。 

 

資格要件に関する経過措置 

○ 旧体系研修受講済みの者（平成 30 年度までに研修受講済みの者） 

令和５年度末までは、更新研修受講前でもサービス管理責任者とみなす。 

旧体系研修受講者は、令和５年度までに、「サービス管理責任者更新研修」を受講しないと、 

資格を失効する。 

 

○ 基礎研修受講時点で実務経験を満たしている者（令和元年～３年までに受講の者） 

①の実務経験を満たしている場合は、基礎研修受講後３年間は、実践研修を受講していなくても、 

サービス管理責任者とみなす。 

    必要な期間内に「サービス管理責任者実践研修」を受講しないと、資格を失効する。 

 

○ サービス管理責任者配置時の取扱いの緩和 

既にサービス管理責任者が常勤で１名配置されている場合は、基礎研修修了者は、２人目の 

サービス管理責任者として配置可能であり、個別支援計画原案の作成が可能になる。 

 

○ やむを得ない事由（急病や急な退職の申し出等）によりサービス管理責任者が欠けた場合 

実務経験者であるものについては、当該事由の発生した日から起算して１年間は、資格要件を 

満たしているものとみなす。 

  



 

（６）施設系サービス毎の基準 
 

□療養介護 

人

員

基

準 

サ

ビ
ス
提
供
職
員 

①医師 
健康保険法第65条第４項第１号に規定する厚生労働大臣の定め

る基準以上 

②看護職員 常勤換算で利用者の数を２で除した数以上 

③生活支援員   

常勤換算で利用者の数を４で除した数以上（単位ごと） 

ただし、看護職員が②以上に配置されている場合は、看護職員

の数から②を控除した数の看護職員を生活支援員に含めること

ができる。 

１人以上は常勤であること。 

生活支援員は専ら当該事業所の職務に従事する者であること。 

ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。 

設備基準 
①医療法に規定する病院におくべきものとされる設備 

②多目的施設その他の運営上必要な設備 

最低基準 20人 

 

□生活介護 

人

員

基

準 

サ

ビ
ス
提
供
職
員 

①医師  

 

利用者の日常生活上の健康管理及び療養上の指導に必要な数 

※看護師等による利用者の健康状態の把握や健康相談が実施

され、必要に応じ医療機関等への通院等により対応することを

条件として、本体報酬から一定の減算（１日につき12単位）を

行うことにより、医師を配置しないことができる。 

②看護職員 １人以上。ただし、サービス提供単位を分ける場合は単位ごと 

③理学療法士又は

作業療法士 

日常生活に必要な機能の減退を防止するための訓練を行う場

合は、必要数 

※機能減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師

等を、機能訓練指導員として理学療法士又は作業療法士に代え

て置くことができる。 

④生活支援員 常勤１人以上（サービス提供単位を分ける場合は単位ごと） 

サービス提供職員の総数（上記②～④の配置総数） 

サービス提供単位を分ける場合は単位ごとの配置が必要。 

・平均障害支援区分４未満の場合 

常勤換算方法により、利用者の数を６で除した数以上 

・平均障害支援区分４以上５未満の場合 

常勤換算方法により、利用者の数を５で除した数以上 

・平均障害支援区分５以上の場合 

常勤換算方法により、利用者の数を３で除した数以上 

設備基準 

①訓練・作業室 

利用者へのサービス提供に支障がない広さを確保し、訓練・生 

産活動等に必要となる器具備品を備えること。 

なお、部屋の広さについては、利用者１人あたり、3.3㎡で算

出すると余裕のある配置ができる。 

③ 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための措置を講じること 

④ 洗面所 利用者の特性に応じたもの 

⑤ 便所 利用者の特性に応じたもの 

⑤多目的室その他

運営上必要な設備 

相談室と多目的室は、利用者の支援に支障がない場合、兼用で

きる。 

※多目的室と訓練作業室については、区画に十分な程度の高さ

があり、固定されたパーテーションにより間仕切ること。 

最低基準 20人（多機能型や従たる事業所として設置をする際は６人） 



□自立訓練（機能訓練） 

人

員

基

準 

サ

ビ
ス
提
供
職
員 

①看護職員 常勤１人以上 

②理学療法士又は

作業療法士 

１人以上 

※機能減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師

等を、機能訓練指導員として理学療法士又は作業療法士に代え

て置くことができる。 

③生活支援員 常勤１人以上（サービス提供単位を分ける場合は単位ごと） 

サービス提供職員の総数（上記①～③の配置総数） 

サービス提供単位を分ける場合は単位ごとの配置が必要。 

常勤換算方法により、利用者の数を６で除した数以上 

訪問による自立訓練 

利用者の居宅訪問により自立訓練を提供する場合は、上記①～③に加え、訪問による

自立訓練を提供する生活支援員を１人以上配置 

設備基準 生活介護と同様の基準 

最低基準 20人（多機能型や従たる事業所として設置をする際は６人） 

 

□自立訓練（生活訓練）、宿泊型自立訓練 

人

員

基

準 

サ

ビ
ス
提
供
職
員 

生活支援員 

総数：常勤換算で、利用者数を６で除した数以上（１人以上は

常勤） 

※健康上の管理などの必要がある利用者がいるため、看護職員

を配置する場合は、上記の人数に看護職員の人数を含めてよい

（この場合、生活支援員と看護職員は各１人以上置くこと） 

※宿泊型自立訓練を行う場合は、利用者数を10で除した数以上 

訪問による自立訓練 

利用者の居宅訪問により自立訓練を提供する場合は、上記に加え、訪問による自立訓

練を提供する生活支援員を１人以上配置 

地域移行支援員 宿泊型自立訓練を行う場合は、１人以上 

設備基準 

（生活訓

練） 

①訓練・作業室 

利用者へのサービス提供に支障がない広さを確保し、訓練・生 

産活動等に必要となる器具備品を備えること。 

なお、部屋の広さについては、利用者１人あたり、3.3㎡で算

出すると余裕のある配置ができる。 

②相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための措置を講じること 

③洗面所 利用者の特性に応じたもの 

④便所 利用者の特性に応じたもの 

⑤多目的室その他

運営上必要な設備 

相談室と多目的室は、利用者の支援に支障がない場合、兼用で

きる。 

※多目的室と訓練作業室については、区画に十分な程度の高さ

があり、固定されたパーテーションにより間仕切ること。 

設備基準 

（宿泊型

自立訓練） 

① 居室 
定員１人 

面積は、7.43㎡以上（収納設備等を除く） 

② 浴室 利用者の特性に応じたもの 

③ 上記②～⑤ 上記と同様 

最低基準 

20人（多機能型や従たる事業所として設置をする際は６人） 

宿泊型自立訓練を併せて行う場合、 

宿泊型自立訓練10人、宿泊型自立訓練以外の自立訓練（生活訓練）20人 



□就労移行支援 

人

員

基

準 

サ

ビ
ス
提
供
職
員

 

①職業指導員及び

生活支援員 

総数：常勤換算で、利用者数を６で除した数以上 

・職業指導員の数：１人以上 

・生活支援員の数：１人以上 

※１人以上は常勤 

②就労支援員 常勤換算で、利用者数を15で除した数以上 

設備基準 生活介護と同様の基準 

最低基準 20人（多機能型や従たる事業所として設置をする際は６人） 

 ※勤務形態一覧表に最低３名の記載が必要になることに留意。（管理者、サビ管を除く） 

 

□就労継続支援（Ａ型、Ｂ型） 

人

員

基

準 

サ

ビ
ス
提
供
職
員 

職業指導員及び 

生活支援員 

総数：常勤換算で、利用者数を10で除した数以上 

・職業指導員の数：１人以上 

・生活支援員の数：１人以上 

※１人以上は常勤 

設備基準 生活介護と同様の基準 

最低定員 
Ａ型 10人（多機能型や従たる事業所として設置する際も同じ） 

Ｂ型 20人（多機能型や従たる事業所として設置をする際は10人） 

最低基準 Ａ型 
雇用契約締結利用者10人以上 

雇用契約未締結利用者は、利用定員の１／２以内かつ９人以内 

 

□就労定着支援 

人
員 

基
準 

サ

ビ
ス 

提
供
職
員 

就労定着支援員 

総数：常勤換算で、利用者数を40で除した数以上 

（一体的に運営する就労移行支援事業所等のサービス提供職

員と兼務で構わない。） 

設備基準 事務室 

間仕切り等で他の事業の用に供するものと区分することが望

ましい。 

受付、相談等のスペースを確保すること。 

 

□共生型サービス 

人員基準 
共生型サービスの利用者数も含めて介護保険サービス事業所等の利用者数とした

場合に、介護保険サービス事業所等として必要とされる数以上 

設備基準 
介護保険サービス事業所等として満たすべき設備基準 

食堂及び機能訓練室の面積が、利用者１人あたり、３㎡以上であること 

その他 
障害福祉サービス事業所等のその他関係施設から、障がい者の支援を行う上で、必

要な技術的支援を受けていること 

 

  



□施設入所支援（障害者支援施設） 

人

員

基

準 

サ

ビ
ス
提
供
職
員 

①生活支援員 

（夜勤職員） 

・利用者数が60人以下：１人以上 

・利用者数が61人以上：１に利用者数が60を超えて40又はその

端数を増すごとに１を加えて得た数以上 

 ただし、自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、 

就労移行支援又は就労継続支援Ｂ型を受ける利用者に対して

のみその提供が行われる単位にあっては、宿直勤務を行う生活

支援員を１以上 

（昼間実施サービス） 

 それぞれのサービスの基準による 

 複数の日中活動サービスを行う場合は、多機能型と同様の取扱い 

設備基準 

①居室 

定員４人以下 

地階への設置は不可 

面積9.9㎡以上（収納設備等を除く） 

寝台又はこれに代わる設備 

一以上の出入口は避難上有効な空置、廊下又は広間に直接面し

て設けること 

必要に応じて利用者の身の回り品を保管できる設備 

ブザー又はこれに代わる設備 

②食堂 
食事の提供に支障がない広さ 

必要な備品 

③浴室 利用者の特性に応じたもの 

④洗面所 
居室のある階ごとに設置 

利用者の特性に応じたもの 

⑤便所 
居室のある階ごとに設置 

利用者の特性に応じたもの 

⑥相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等設置 

⑦廊下幅 

片廊下 1.5 メートル以上、中廊下 1.8 メートル以上 

廊下の一部を拡張することにより利用者、従業員等の円滑な往

来に支障がないようにすること 

⑧多目的室その他

運営上必要な設備 
 

原則として、耐火又は準耐火建築物であること 

最低基準 

①施設入所支援 
30人以上（入所を目的とする他の社会福祉施設に併設する場合

は10人以上） 

②昼間実施サービ

ス 

20人以上（入所を目的とする他の社会福祉施設に併設する場合

は10人以上） 

③複数の昼間実施

サービスを行う場

合 

生活訓練、自立訓練及び就労移行支援 ６人以上 

就労継続支援Ｂ型 10人以上 

かつ、各サービス利用定員合計が20人以上 

（入所を目的とする他の社会福祉施設に併設する場合は12人

以上） 

 



 
 
 

 


